
物品、役務調達について、利用者登録の操作説明を行います。

1
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利用者登録の全体図です。まずICカードのログインから行います。

パソコンにICカードリーダ、ICカードをセットして、操作を行ってください。



利用者登録に必要な「業者番号」と「商号又は名称」へのアクセス方法です
。スライドの記載をご覧ください。
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確認ができたら電子入札システムに入ります。システムへの入り方はスライ
ドをご覧ください。
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電子入札システムをクリックすると、まずこの画面になります。物品役務を
クリックします。
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次に利用者登録をクリックします。



7

新しい最大化された画面が表示されますので、左側の「利用者登録処理」を
クリックしてください。
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登録をクリックします。
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PIN番号入力ダイアログでは、ICカードのPIN番号を入力します。これはカー
ドの暗証番号にあたるもので、認証局からICカードのとは別に送付されます。

連続してPIN番号を間違えると、ロックされて使えなくなります。注意して
ください。

なおこのダイアログの担当者欄は、受注者の方が入力することは一切ありま
せんので、このダイアログでは「PIN番号を入力してOKボタンを押す」だけ
の操作になります。
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次に資格審査情報を検索します。



11

ICカードのログインができると、スライドの画面になります。

ここでは上の2項目、業者番号と商号又は名称を入力してください。

ここに入力するものは、先に福島市HPで確認した、ご自分の会社等の業者番
号と商号又は名称になります。

文字列として完全に一致する必要があります。
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入力ができたら検索ボタンをクリックします。

入力情報が誤っていると、次の画面に遷移せず、資格審査情報が登録されて
いません、というエラーになります。

エラーの場合は福島市HPに掲載されている文字を確認してください。かっこ
やスペースに特に注意してください。商号又は名称で使う文字は、すべて全
角文字です。半角文字はありません。
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資格審査情報の検索ができたら、業者の情報を入力します。
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画面上、すべての項目が必須項目となっていますので、入力をお願いします。

なおFAX番号が別にない場合は、電話番号をそのまま入力してください。
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メールアドレスの登録が二か所ありますが、違いはスライドに記載の「指名
通知書到着のお知らせメール」とそれ以外のお知らせメールの送信先の違い
です。

同じアドレスでも問題ありませんので、区別する必要がなければ、同じメー
ルアドレスで構いません。

入力ができたら入力内容確認ボタンをクリックします。
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入力内容が表示されますので、確認をしてください。



17

修正の必要がなければ、登録ボタンをクリックします。



18

登録が完了した画面です。ICカード利用部署情報欄に入力したメールアドレ
スに向けて、利用者登録のお知らせのメールが送信されています。

画面に表示される企業IDは、特に控える必要はありません。

印刷ボタンをクリックすると、紙に印刷するのに適した画面が別に表示され
ます。



印刷用画面です。白地に黒文字の、印刷に適した画面になっていますので、
実際に紙に出したい場合は、ブラウザの印刷機能をお使いください。

この印刷ボタンの機能は、電子入札システムの他の画面でも共通です。

以上で利用者登録は完了です。
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